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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
号

岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
四
条
第
七
号
ロ
中
「
第
二
条
第
二
十
九
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
三
十
一
項
第
一
号
」
に
、
同

号
ハ
中
「
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
三
十
一
項
第
二
号
」
に

「
第
二
条
第
二
十

、

九
項
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
三
十
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
２
条
第

項
第
１
号

第
２
条
第

項
第
１
号

第
２
条
第

項

別
表
第
一
号
中
「

2
9

」
を
「

3
1

」
に

「

2
9

、

」
を
「

3
1

」
に
改
め
る
。

第
４
号

第
２
条
第

項
第
４
号

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

北
興
化
学
工
業
株
式
会
社

住
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
５
番
４
号

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

佐
野

健
一

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
北
興
化
学
工
業
株
式
会
社
岡
山
工
場

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
胸
上

番
地

4
0
2

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

46－イ 46－イ
有機化学工業製品製造 有機化学工業製品製造

種 類 業の用に供する水洗施 業の用に供する水洗施
設（Ｒ－６－10） 設（Ｒ－６－10）

能 力 同左4.0m ／hr3

2.4-2.5回／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 2 2.2
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 0.5～2.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 300 400
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 33 57

油 分（㎎／Ｌ） 32 41 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1133 2783

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 6 10

アンモニア、アンモニウム
453.2 1113.2化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

(4) 汚水等の処理施設に関する事項
変更なし

(5) 排水口に関する事項
変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和６年９月13日から同年10月４日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
し
、
及
び
そ
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

フ
ェ
ニ
テ
ッ
ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社

ー

住
所

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町

番
地

6
8
3
3

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

石
井

弘
幸

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
フ
ェ
ニ
テ
ッ
ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社
岡
山
第
１
工
場

ー

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町

番
地

6
8
3
3
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 廃 止 変 更 前

65 65
63－ホ 63－ホ

酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる
金属製品製造業又は機 金属製品製造業又は機

表面処理施設 表面処理施設種 類 械器具製造業の用に供 械器具製造業の用に供

(177) (168)する廃ガス洗浄施設 する廃ガス洗浄施設
(Y) (S)

能 力 0.4kw 約3000枚／日 0.4kw 670枚／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和６年12月28日 令和６年10月17日 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和６年12月31日 令和６年10月24日 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和６年12月31日 令和６年12月27日 － －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左 同左
の概要

使用時において 通 常 最 大
当該特定施設か 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
ら排出される汚 酸系 硫酸系 酸系 硫酸系
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 0.4 0.7 21 0.12 26 0.15 0.4 0.7 0.02 0.03
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1
常の量及び最大

 の量 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10 5 ＜1 10 ＜1 5 10 ND ND

 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10 5 12 10 12 5 10 ND ND

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 1 2 1 1 2 1 1 2 ND ND

油 分（㎎／Ｌ） ND ND ND ND ND ND ND ND 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 210 250 17 ND 26 ND 210 250 90,000 100,000

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 16 20 2 ND 5 ND 16 20 ND ND

大腸菌群数（個／㎤） ND ND ND ND ND ND ND ND
同左

大腸菌数（CFU／mL） ND ND ND ND ND ND ND ND

ふっ素（㎎／Ｌ） 1,540 1,540 ND ND ND ND 1,540 1,540 45,000 50,000

アンモニア、アンモニウム
ND ND ND ND ND ND ND ND 90,000 100,000化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 酸又はアルカリによる表面処理施設(177)から排出される汚水等は、公共下水道に排除される。
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区 分 変 更 後

65
酸又はアルカリによる
表面処理施設種 類

(168)

能 力 670枚／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和７年１月１日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 令和７年１月７日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和７年２月１日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間
の概要

使用時において
当該特定施設か 区 分 通 常 最 大
ら排出される汚
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 0.22 0.33
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 1 1
常の量及び最大

 の量 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） ND ND

 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） ND ND

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） ND ND

油 分（㎎／Ｌ） ND ND

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 8,200 9,100

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） ND ND

大腸菌群数（個／㎤） ND ND

大腸菌数（CFU／mL） ND ND

ふっ素（㎎／Ｌ） 4,100 4,600

アンモニア、アンモニウム
8,200 9,100化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考１ 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
備考２ 酸又はアルカリによる表面処理施設(168)から排出される汚水等は、公共下水道に排除される。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 中和処理施設ラインミキサー 同左

種 類 及 び 型 式 ラインミキサー 同左

構 造 硬質塩ビ製配管経路 同左

主 要 寸 法 65mmφ×320mm 同左

能 力 30㎥／時間 同左

処 理 の 方 法 自動ｐＨ調整 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 令和６年10月17日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和７年１月７日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和７年２月１日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 555.02 622.42 555.02 622.42 555.36 622.9 555.36 622.9
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 3～5 3～5 6～8 6～8
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 30 60 30 60
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 30 60 30 60

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1 3 1 3

 油 分（mg／Ｌ） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 130 230 130 230
同左

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 2 5 2 5

大腸菌群数（個／㎤） ND ND ND ND

大腸菌数（CFU／mL） ND ND ND ND

    ふっ素（㎎／Ｌ） 4.5 7.8 4.5 7.8

アンモニア、アンモニウム
105 185 105 185化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 汚水等の処理施設で処理された汚水等は、公共下水道に排除される。
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 フッ酸処理施設 同左

種 類 及 び 型 式 撹拌式 同左

構 造 鉄製ゴムライニング×２基 同左

主 要 寸 法 2600mmφ×3050mm＋3000mmφ×3050mm 同左

１次処理：12㎥／４時間＋15㎥／４時間 同左
能 力 ２次処理：10㎥／時間

処 理 の 方 法 消石灰による凝集沈殿＋フッ素吸着 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 令和６年12月28日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和７年１月７日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和７年２月１日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 121.4 153.9 121.4 153.9 121.62 154.23 121.62 154.23
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 4 4 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 5 10 5 10
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 5 10 5 10

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1 3 ＜1 ＜1

 油 分（mg／Ｌ） ND ND ND ND

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 210 250 210 250
同左

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 16 20 0.1 0.6

大腸菌群数（個／㎤） ND ND ND ND

大腸菌数（CFU／mL） ND ND ND ND

    ふっ素（㎎／Ｌ） 1,540 1,540 6.4 7.8

アンモニア、アンモニウム
210 250 210 250化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 汚水等の処理施設で処理された汚水等は、公共下水道に排除される。
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 硫酸排水処理施設 同左

種 類 及 び 型 式 撹拌式 同左

構 造 FRP 同左

主 要 寸 法 1000mmφ×710mm、0.5㎥×２基 同左

能 力 ５㎥／日 同左

処 理 の 方 法 水酸化ナトリウムによる中和 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 令和６年12月１日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和６年12月７日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和６年12月７日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 1.92 2.42 1.92 2.42 2.04 2.57 2.04 2.57
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ ≦2 ≦2 5.5～8.5 5.5～8.5
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 12 12 12 12

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1 1 1 1

 油 分（mg／Ｌ） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 2 2 2 2
同左

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0.3 0.3 0.3 0.3

大腸菌群数（個／㎤） ND ND ND ND

大腸菌数（CFU／mL） ND ND ND ND

    ふっ素（㎎／Ｌ） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1

アンモニア、アンモニウム
ND ND ND ND化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）

備考 汚水等の処理施設で処理された汚水等は、公共下水道に排除される。
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 中和処理施設 同左

種 類 及 び 型 式 撹拌式 同左

構 造 鉄製ゴムライニング×２基 同左

主 要 寸 法 2625mmφ×3105mm、12㎥×２基 同左

能 力 50㎥／時間 同左

処 理 の 方 法 水酸化ナトリウム、塩酸による中和 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 令和６年10月17日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 令和７年10月24日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 令和７年12月27日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 629.4 749 629.4 749 650.4 775 650.4 775
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 4 4 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 5 10 5 10
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 5 10 5 10

   Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 1 3 1 3

 油 分（mg／Ｌ） ND ND ND ND

   Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 14 20 14 20
同左

    Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 1 3 1 3

大腸菌群数（個／㎤） ND ND ND ND

大腸菌数（CFU／mL） ND ND ND ND

    ふっ素（㎎／Ｌ） ND ND ND ND

アンモニア、アンモニウム
7.3 12 7.3 12化合物、亜硝酸化合物及び

  硝酸化合物（mg／Ｌ）
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(5) 排水口に関する事項
変更なし

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和６年９月13日から同年10月４日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ク
ロ
ー
バ
ー 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
用
吉
一
七
五
〇
番
地
一
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

一
般
社
団
法
人
Ｉ
Ｓ
Ｊ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
用
吉
一
七
五
〇
番
地
一
一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
五
七
一 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
二
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
キ
ラ
リ 

  

２  

所
在
地 

備
前
市
福
田
七
八
一
―
二 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
む
ぎ
の
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
市
東
区
藤
井
二
九
八
―
二 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
一
〇
〇
三
〇
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
三
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ク
ロ
ー
バ
ー 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
用
吉
一
七
五
〇
―
一
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

一
般
社
団
法
人
Ｉ
Ｓ
Ｊ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
用
吉
一
七
五
〇
―
一
一 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
四
二
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
） 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
四
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
事
業
（
計
画
の
変
更
）
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

足
守
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 

種 

 
 

 

丁
三
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

か
ん
が
い
排
水 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
九
月
四
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
五
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

高
梁
坂
本
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

若
代
神
代
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

  

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
川
ノ
本
二
二
七
八
番
一

地
先
か
ら 

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
二
反
田
二
三
三
三
番
四

地
先
ま
で 

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
川
ノ
本
二
二
七
八
番
一

地
先
か
ら 

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
二
反
田
二
三
三
三
番
四

地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

四
・
八
～ 

一
八
・
〇 

九
・
〇
～ 

一
八
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
九
九
・
四 

一
九
九
・
四 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

真
庭
市
高
田
山
上
字
金
ク
ソ
一
四
八
九
番
一
地

先
か
ら 

真
庭
市
高
田
山
上
字
才
乢
一
四
六
五
番
一
地
先

ま
で 

真
庭
市
高
田
山
上
字
金
ク
ソ
一
四
八
九
番
一
地

先
か
ら 

真
庭
市
高
田
山
上
字
才
乢
一
四
六
五
番
一
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

四
・
二
～ 九

・
五 

六
・
五
～ 

三
一
・
五 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
六
・
〇 

五
六
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
六
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

 
 

 

  

 

県
道 

道

路

の

種

類 

若
代
神
代
線 

高
梁
坂
本
線 

路

線

名 
真
庭
市
高
田
山
上
字
金
ク
ソ
一
四
八
九
番
一
地
先
か

ら 真
庭
市
高
田
山
上
字
才
乢
一
四
六
五
番
一
地
先
ま
で 

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
川
ノ
本
二
二
七
八
番
一
地
先

か
ら 

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
二
反
田
二
三
三
三
番
四
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
六
年
九

月
十
三
日 

供
用
開
始

年

月

日 
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〔
四
八
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 

一 

調
達
件
名 

 
 

岡
山
県
統
合
共
有
フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ
機
器
更
新
及
び
運
用
保
守
業
務 

二 

契
約
期
間 

 
 
 
 

令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
日 

五 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
オ
ー
ビ
ス 

 
 

岡
山
市
北
区
大
内
田
六
七
五
番
地 

六 

落
札
金
額 

 
 
 
 

一
月
当
た
り
一
、
六
四
七
、
八
七
七
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
四
九
、
八
〇 

七
円
） 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
六
年
七
月
九
日 
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〔
四
八
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町

肩
脊
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
三
十
日
か
ら
同

年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
四
九
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

備
前
市
吉
永
町
高
田

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
三
十
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
六
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

備
前
市
日
生
町
日
生

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
九
月
二
日
か
ら
同
年

十
一
月
二
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
市
東
区
邑
久
郷

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
九
月
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
市
東
区
正
儀
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
九
月
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
市
東
区
東
片
岡

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
九
月
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫

明
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
同
年

十
一
月
八
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

総
社
市
槙
谷
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
二
十
九
日 

終

了

年

月

日 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
呼
松
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
三
十
日 

終

了

年

月

日 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
八
〕
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
場
所

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
三
〇
一
番
地

テ
ク
ノ
サ
ポ
ー
ト
岡
山

研
修
室

二

試
験
期
日

令
和
六
年
十
一
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

三

受
験
願
書
等
の
受
付
期
間

令
和
六
年
九
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く

）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

。

分
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
の
場
合
は
、
同
日
の
消
印
又
は
通
信
日

付
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

四

受
験
願
書
等
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
〇
〇

八
五
七
〇

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
土
木
部
河
川
課

五

受
験
手
数
料

八
千
二
十
円
（
収
納
専
用
窓
口
で
手
数
料
を
納
付
す
る
こ
と

）
。

六

そ
の
他

１

受
験
願
書
等
及
び
試
験
実
施
案
内
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
各
県
民
局
建
設
部
（
各
地

域
事
務
所
建
設
部
を
含
む
。
以
下
同
じ

、
岡
山
市
下
水
道
河
川
局
下
水
道
河
川
計
画
課
及
び

。
）

倉
敷
市
建
設
局
土
木
部
土
木
課
で
交
付
す
る
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

ま
た
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（

/
6
4
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

－
－

２

受
験
手
続
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
四
七
八
）
又
は
各
県
民
局
建
設
部
に
行
う
こ
と
。

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号



〔
四
九
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
宿
字
大
溝
原
一
三
二
九
番
四
、
一
三
二
九
番
五
、
一
三
三
〇
番
八
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
中
央
五
丁
目
八
番
地
一
〇
一 

新
谷 

和
之 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
三
六
号 

令和６年９月１３日　岡山県公報　第１２６３４号


